
                   

附表  総争議、争議行為を伴う争議、半日以上の同盟罷業及び半日未満の同盟罷業の件数の推移  
（単位：件）

総争議 争議行為を伴う争議 半日以上の同盟罷業 半日未満の同盟罷業

昭和32年 （1957） 1,680 999 810      … 
　33 （1958） 1,864 1,247 887      … 
　34 （1959） 1,709 1,193 872     … 
　35 （1960） 2,222 1,707 1,053      … 
　36 （1961） 2,483 1,788 1,386      … 
　37 （1962） 2,287 1,696 1,283      … 
　38 （1963） 2,016 1,421 1,068 597
　39 （1964） 2,422 1,754 1,220 667
　40 （1965） 3,051 2,359 1,527 871
　41 （1966） 3,687 2,845 1,239 1,452
　42 （1967） 3,024 2,284 1,204 1,403
　43 （1968） 3,882 3,167 1,537 2,021
　44 （1969） 5,283 4,482 1,776 3,282
　45 （1970） 4,551 3,783 2,256 2,356
　46 （1971） 6,861 6,082 2,515 4,653
　47 （1972） 5,808 4,996 2,489 3,531
　48 （1973） 9,459 8,720 3,320 6,667
　49 （1974） 10,462 9,581 5,197 6,378
　50 （1975） 8,435 7,574 3,385 5,475
　51 （1976） 7,974 7,240 2,715 5,717
　52 （1977） 6,060 5,533 1,707 4,522
　53 （1978） 5,416 4,852 1,512 3,887
　54 （1979） 4,026 3,492 1,151 2,743
　55 （1980） 4,376 3,737 1,128 3,038
　56 （1981） 7,660 7,034 950 6,440
　57 （1982） 7,477 6,779 941 6,171
　58 （1983） 5,562 4,814 889 4,248
　59 （1984） 4,480 3,855 594 3,475
　60 （1985） 4,826 4,230 625 3,834
　61 （1986） 2,002 1,439 619 1,031
　62 （1987） 1,839 1,202 473 904
　63 （1988） 1,879 1,347 496 1,031

平成元  （1989） 1,868 1,433 359 1,240
　２ （1990） 2,071 1,698 283 1,533
　３ （1991） 1,292 935 308 730
　４ （1992） 1,138 788 261 640
　５ （1993） 1,084 657 251 500
　６ （1994） 1,136 628 229 486
　７ （1995） 1,200 685 208 549
　８ （1996） 1,240 695 189 568
　９ （1997） 1,334 782 176 655
　10 （1998） 1,164 526 145 441
　11 （1999） 1,102 419 152 301
　12 （2000） 958 305 117 216
　13 （2001） 884 246 89 176
　14 （2002） 1,002 304 74 253
　15 （2003） 872 174 47 145
　16 （2004） 737 173 51 142
　17 （2005） 708 129 50 99
　18 （2006） 662 111 46 82
　19 （2007） 636 156 54 118
　20 （2008） 657 112 52 80
　21 （2009） 780 92 48 59
　22 （2010） 682 85 38 56
　23 （2011） 612 57 28 35
　24 （2012） 596 79 38 52
　25 （2013） 507 71 31 49
　26 （2014） 495 80 27 61
　27 （2015） 425 86 39 60
　28 （2016） 391 66 31 47
　29 （2017） 358 68 38 46
　30 （2018） 320 58 26 42

令和元  （2019） 268 49 27 33
　２ （2020） 303 57 35 34
　３ （2021） 297 55 32 36

年

注：令和３年と調査項目の定義が同一で比較可能な昭和32年以降の数値を掲載した。

昭和37年以前は、「半日未満の同盟罷業」は調査していない。

昭和47年以前については沖縄県の分は含まない。

争議行為を伴う争議の行為形態は「半日以上の同盟罷業」と「半日未満の同盟罷業」の他に「作業所閉鎖」、「怠業」、「その他」が

あること、また、「半日以上の同盟罷業」と「半日未満の同盟罷業」の両方を伴う争議の場合は、それぞれの形態で計上していることか

ら、計と両形態の合計は一致しない場合がある。


